
　
小
児
・Ａ
Ｙ
Ａ（
小
児
・
思
春
期
・
若

年
成
人
）
世
代
の
が
ん
患
者
が
、
住
み
慣

れ
た
自
宅
で
安
心
し
て
生
活
を
送
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
在
宅

サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

※

Ａ
Ｙ
Ａ
と
は
、Adolescent and Young 

Adult

の
頭
文
字
を
取
っ
た
も
の

●
対
象
者
　次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

◇
市
内
に
住
所
を
有
す
る
40
歳
未
満

◇
が
ん
患
者
（
介
護
保
険
に
お
け
る
特

定
疾
病
と
し
て
の
が
ん
の
定
義
お
よ

び
診
断
基
準
に
当
て
は
ま
る
）

◇
在
宅
で
の
療
養
で
、
生
活
支
援
ま
た

は
介
護
が
必
要

◇
他
の
事
業
で
、
同
様
の
助
成
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い

●
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

◇
訪
問
介
護
◇
訪
問
入
浴
介
護
◇
福

祉
用
具
の
貸
与
・
購
入
（
車
い
す
・

特
殊
寝
台
・
床
ず
れ
防
止
用
具
・
腰

掛
便
座
・
入
浴
補
助
用
具
　
な
ど
）

●
助
成
金
額

　サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

（
１
カ
月
当
た
り
上
限
６
万
円
）
の

９
割
に
相
当
す
る
額

※
６
万
円
を
超
え
た
部
分
は
自
費
と
な
り

ま
す
。

●
利
用
方
法

①
申
請
書
と
主
治
医
の
意
見
書
を
健
康

課
に
提
出

②
利
用
決
定
後
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
、

そ
の
領
収
書
を
添
え
て
、
助
成
金
を

請
求

※
申
請
書
は
、
申
請
先
で
配
布
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

健
康
課
健
康
長
寿
担
当
（
す
こ
や
か

交
流
プ
ラ
ザ
内
）

☎（
５
０
１
）２
２
２
２

小
児
・Ａ
Ｙ
Ａ
世
代
が
ん
患
者
の

在
宅
療
養
を
支
援
し
ま
す

あ
　
や

　
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

「
積
極
的
勧
奨
の
差
し
控
え
」
に
よ
り
、

接
種
機
会
を
逃
し
た
人
に
対
し
て
公
平
な

接
種
機
会
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
従
来

の
定
期
接
種
の
対
象
年
齢
を
超
え
て
接
種

を
行
う
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
の
期

間
は
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。
対

象
者
で
接
種
を
希
望
す
る
人
は
早
め
に
ワ

ク
チ
ン
接
種
を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者
　次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る

女
子

◇
平
成
９
年
４
月
２
日
〜
平
成
19
年

４
月
１
日
生
ま
れ

◇
接
種
日
に
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
る

●
対
象
ワ
ク
チ
ン
　

◇
２
価
ワ
ク
チ
ン（
サ
ー
バ
リ
ッ
ク
ス
）

◇
４
価
ワ
ク
チ
ン
（
ガ
ー
ダ
シ
ル
）

◇
９
価
ワ
ク
チ
ン
（
シ
ル
ガ
ー
ド
）

※
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
９
価
ワ
ク

チ
ン
も
定
期
接
種
の
対
象
と
な
り
ま

し
た
。

●
接
種
回
数

　3
回

※
3
回
接
種
完
了
ま
で
に
、
少
な
く
と

も
6
カ
月
か
か
り
ま
す
。

●
接
種
会
場
　市
が
委
託
し
た
医
療
機
関

※
県
外
で
接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事

前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

●
必
要
な
も
の

　母
子
健
康
手
帳

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
健

康
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
広
報
「
大
野
城
」

４
月
１
日
号
に
折
り
込
み
）
を
確
認

す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
健
康
課
母
子
保
健
担
当

☎（
５
８
０
）１
９
７
８

令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の
特
例
措
置

（
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
）

　　
市
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
の
妊
婦
に

対
し
、
妊
娠
判
定
を
受
け
る
た
め
の
初

回
産
科
受
診
費
用
を
助
成
し
ま
す
。
妊

娠
に
係
る
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
し
、

必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
な
ど
、
妊
娠

期
か
ら
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
行
う
た

め
の
事
業
で
す
。

●
対
象
者

　次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
妊
婦

◇
令
和
５
年
４
月
１
日
以
降
に
妊
娠
判

定
の
た
め
産
科
を
受
診
し
た

◇
受
診
日
に
本
市
に
住
民
登
録
が
あ

り
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
・
生

活
保
護
世
帯
ま
た
は
同
等
の
所
得
水

準
で
あ
る

◇
産
前
産
後
に
必
要
な
支
援
を
継
続
す

る
た
め
、
市
と
医
療
機
関
な
ど
が
必

要
な
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
に
同
意

す
る

●
助
成
の
内
容

　妊
娠
判
定
を
受
け
る
た

め
の
初
回
産
科
受
診
費
用
（
上
限

額
　
１
万
円
）

●
申
請
方
法
　直
接
提
出

●
申
請
期
限

　妊
娠
判
定
を
受
け
る
た
め

に
産
科
を
受
診
し
た
日
か
ら
１
年

以
内

※
必
要
書
類
な
ど
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
健
康
課
母
子
保
健
担
当

☎（
５
８
０
）１
９
７
８

妊
娠
判
定
受
診
費
用
助
成
事
業

市
民
税
非
課
税
世
帯
等
の
妊
婦
に
対
し
て

公
費
助
成
を
開
始
し
ま
し
た

●
対
象
者
　
生
後
6
カ
月
以
上
の
全
て
の
人

●
使
用
ワ
ク
チ
ン

　オ
ミ
ク
ロ
ン
株
（
Ｘ
Ｂ

Ｂ
．
1
･
5
）
対
応
１
価
ワ
ク
チ
ン

●
個
別
接
種
　
医
療
機
関
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
ワ
ク
チ
ン
接
種
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
集
団
接
種
（
12
歳
以
上
）

会
場
　
す
こ
や
か
交
流
プ
ラ
ザ
・

南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

※
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
の
集
団

接
種
は
10
月
で
終
了
す
る
予
定
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
　
☎（
５
８
０
）１
８
９
２

平
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
７
時

土
・
日
・
祝
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

福
岡
県
設
置
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
会
場

●
会
場
　（
公
財
）
ふ
く
お
か
公
衆
衛
生

推
進
機
構
　
県
庁
内
ク
リ
ニ
ッ
ク

●
使
用
ワ
ク
チ
ン
　
武
田
社
ワ
ク
チ
ン

（
ノ
バ
バ
ッ
ク
ス
）

●
対
象
者
　
12
歳
以
上
の
人

●
予
約
方
法
　
◇
福
岡
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

◇
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
班
へ
電
話

●
問
い
合
わ
せ
先

福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

感
染
症
事
務
局
　
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
班

（
平
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

☎（
６
４
３
）３
５
９
５

●
お
わ
び
と
訂
正

広
報
「
大
野
城
」
令
和
５
年
10
月
１

日
号
に
掲
載
し
た
、
生
後
６
カ
月
か

ら
11
歳
ま
で
の
人
の
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
記
事
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種

医療機関名

うえだ小児科
クリニック

予約方法
（誤） （正）

生後６カ月～４歳 ５～11歳

医療機関
に電話

医療機関のホームページ

◇市のワクチン接
種予約システム

◇市ワクチン接種
コールセンター

◇市のワクチン接
種予約システム

◇市ワクチン接種
コールセンター

いのうえこども
クリニック

石原小児科
クリニック

松田小児科医院

予約方法
電話番号

生後６カ月～４歳 ５～11歳

医療機関
に電話

医療機関のホームページ

（558)5755

（501)2894

（588)6070

（574)3505
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